
2021年4月1日

厚生労働省保険局

【職域診療所の方々へ】

職域診療所においてオンライン資格確認が利用可能となっています

令和8年4月時点
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1.オンライン資格確認の概要

マイナンバーカードを
顔認証付きカードリーダーに置く

患者

１

マイナンバーカード

２

職域診療所

資格情報

オンライン資格確認等システム

支払基金・国保中央会

令和6年（2024年）12月2日より現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴
い、職域診療所において、令和6年7月より、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が可能となりました。

オンライン資格確認とは、顔認証付きカードリーダーを用いて、マイナンバーカードを読み取り、患者の医療保険における資格情報等を取得
する仕組みです。

患者の資格情報等を
取得

顔認証

目視
※患者とマイナンバー
の顔写真を確認

4桁の
暗証番号

or

or

※健康保険証の新規発行終了後は①顔認証付きカードリーダーを用いたオンライン資格確認のほかに、②マイナンバーカードと患者のモバイル端末を用いて行うマイナポータ
ルの保険資格画面の組み合わせ、③マイナンバーカードと資格情報のお知らせの組み合わせ、④資格確認書の確認を行う方法も可能となります。

※社員証等で資格・身分証確認を行っている場合は、引き続き同様の方法でもご確認いただけます。
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1.オンライン資格確認の概要

オンライン資格確認を導入いただければ、患者の診療/薬剤情報や特定健診情報を閲覧することができます。診療/薬剤情報・特定健診
情報の閲覧について、患者の同意の有無をマイナンバーカードを用いて確認したうえで、有資格者※1が閲覧します。

診療/薬剤情報・特定健診情報の
閲覧について、患者の同意の有無を
マイナンバーカードを用いて確認

医師・歯科医師・薬剤師等
の有資格者が診療/薬剤情
報・特定健診情報を閲覧

＜閲覧イメージ：薬剤情報一覧＞

薬剤情報：レセプト情報を元にした5年分の情報が参照可能

診療情報：レセプト情報を元にした5年分の情報が参照可能

※1 有資格者とは、医師・歯科医師・薬剤師等のことを指している。また、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」より、医療機関・薬局にて有資格者等の識別を行い、
アクセス権限の管理を行うこととされている。

OK

※ オンライン資格確認等システムの環境設定で診療情報表示をしない
場合には、 薬剤情報のみを表示

＜閲覧イメージ：診療/薬剤情報一覧＞

特定健診情報：医療保険者等が登録した5年分の情報が参照可能
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（参考）職域診療所におけるオンライン資格確認の仕組み

第174回 社会保障審議会医療保険部会
（令和6年1月19日）資料（一部修正）

職域診療所等

医師等［医療機関等
システム］

［資格確認端末］

アプリケー

ションソフト等

オンライン
資格確認等
システム

オンライン請求
ネットワーク

[顔認証付き
カードリーダー]

マイナンバー
カード

患者

職域診療所等におけるオンライン資格確認 オンライン資格確認等システム

資格情報
特定健診情報/薬剤情報

〇職域診療所とは… 以下に該当する診療所であって保険医療機関の指定を受けていないもの

• 特定の保険者等が管掌する被保険者等に対して診療等を行う医療機関・薬局であって、保険者等が診療契約を結んだもの

（旧政府管掌健康保険の旧健康保険病院、組合管掌健康保険の事業主医局等）

• 健康保険組合である保険者等が開設する医療機関・薬局

○機関数：約2,200機関

○令和６年７月を目途に運用開始（予定） ※職域診療所の性質上、義務とはしない
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2.オンライン資格確認の実施方法

オンライン資格確認は、顔認証付きカードリーダーを用いて行います。

顔認証付きカードリーダーでは、マイナンバーカードの顔写真データを IC チップから読み取り、その「顔写真データ」と窓口で撮影した「本人
の顔写真」と照合して、本人確認を行うことができます。

また、患者は、顔認証付きカードリーダーを用いて、診療/薬剤情報・特定健診情報の閲覧に関する同意選択を行います。

顔認証付きカードリーダーのカタログページはこちら
動画もあります！
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2 .オンライン資格確認の実施方法｜画面操作イメージ

※各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。

• 患者が来院・受付時に顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置きます。
• 本人確認方法を選択し、顔の撮影、または暗証番号を入力し、本人確認を行います。
• 患者が、診療/薬剤情報・特定健診情報閲覧同意を選択し、資格確認等が完了します。
• 患者の資格確認が完了すると、医療関係者がオンライン資格確認端末等で資格情報の確認が可能となります。

④診療/薬剤情報・特定健診情報の閲覧同意を選択【患者】

同意取得 結果確認完了

本人確認来院

③顔の撮影、又は暗証番号を入力 【患者】②本人確認方法を選択 【患者】①マイナンバーカードを置く 【患者】

⑥オンライン資格確認端末等で資格情報の確認【医療関係者】⑤資格確認等が完了【患者】

同意方法の確認

過去の医療情報等の提供
に同意しますか。
【手術、傷病名、感染症
／診療、お薬／健診】

全て同意する

個別に同意する
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4.ポータルサイトのご案内

医療機関等向け総合ポータルサイト

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm

オンライン資格確認をご利用いただくにはポータルサイトへのユーザー（アカウント）登録が必要となり、利用申請等もポータルサイトから行い
ます。また、ポータルサイトではオンライン資格確認に関する最新情報を発信していますので、定期的にポータルサイトへのアクセスをよろしくお
願いいたします。

アクセスはこちらからも可能です

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
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4.問い合わせ先のご案内

問い合わせフォーム

電話

オンライン資格確認等
コールセンター

アクセスはこちら

⚫ 営業時間: 平日8:00～18:00 土曜日8:00～16:00（いずれも祝日を除く）
⚫ 電話番号: 0800ｰ080ｰ4583（通話無料）

⚫ 操作手順
返信用の連絡先と問い合わせ内容を入力し送信することで、
担当者から回答があります。
※回答までに日数を要する場合があります。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry
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5.よくある質問

Question Answer

Q. オンライン資格確認は必ず導入
しなければいけませんか？

A.導入は義務ではありませんが、オンライン資格確認を行うことにより、受
付、診療・調剤・服薬指導について効率化が図られるため、導入の検
討をお願いします。

Q.オンライン資格確認を導入するに
は何が必要ですか。

A.（1）マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導
入、（2）ネットワーク環境の整備、（3）レセコン、電子カルテ等の既
存システムの改修等が必要になります。各医療機関によって必要な機
器やネットワーク環境が異なるため、導入されているシステムベンダやネッ
トワークベンダにご相談ください。

Q.患者はマイナンバーカードを持っ
ていればすぐに健康保険証として
利用できるのでしょうか。

A.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ患
者がマイナポータルで初回登録をすることが必要です。 なお、初回登録
をしていない患者が受診した場合でも、職域診療所の窓口において、
顔認証付きカードリーダーで簡単に保険証の利用登録ができます。
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